
重点的な取組、共通的な取組

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

定量的 定性的

A＋ H28
共同調達参加官署における連絡会等
を全財務局で開催するとともに、参加
官署等の拡大を図る。

R6年3月 A＋ H28

全ての財務局において近隣官署との
ネットワークを構築し、共同調達参加官
署による共同調達に関する連絡会等を
実施。

(地方)
Ａ

全ての財務局において、近隣官署との
ネットワークを構築し、共同調達参加官
署による共同調達に関する連絡会等を
延べ13回実施。

― 通年

共同調達を推進し業務効率化を図
るうえで、物価・人件費の上昇や行
政コストを踏まえた対応など、地域
性を考慮して実施する必要。

物価・人件費の上昇など調達環境
の変化に対応するため、地域性を踏
まえた共同調達の改善や各地域に
おける府省庁を越えた実務担当者
のノウハウの共有等が必要。

A H30
連絡会等では、共同調達実施に向け
た検討及び調達改善全般に関するノウ
ハウの共有等をテーマとする。

R6年3月 A H30
共同調達実施に向けた検討や調達改善
全般に関するノウハウの共有等をテー
マとした意見交換を実施。

(地方)
Ａ

全ての財務局において、共同調達の範
囲等の検討及び調達改善全般に関する
ノウハウの共有等をテーマとした意見交
換等を実施。

― 通年

共同調達及び調達改善全般に関す
るノウハウ等を蓄積・共有するため
の環境整備には、連絡会等の継続
的な開催が必要。

引き続き実施。

【一者応札（情報システムの調達を含む。）改善の取
組】
・契約ごとに、

① 民間事業者からの意見等の収集、反映
（入札不参加者へのアンケート調査、同業他者への

事前ヒアリング、意見招請手続等で把握した意見等を
活用した、仕様等の見直し等）

② 発注情報の積極的な発信
（十分な公告期間・履行期間の確保や既存設計書・

作業報告書等の開示等）
等について、事前に審査する。

A＋ ― R6年3月 A＋ ―

契約ごとに、民間事業者からの意見等
の収集、反映及び発注情報の積極的な
発信等が適切に行われているか事前に
審査を実施。

(本省庁及
び地方)

Ａ

（本省庁及び地方支分部局）
契約ごとに、民間事業者からの意見等の
収集、反映及び発注情報の積極的な発
信等が適切に行われているか事前に審
査を実施した結果、141件について一者
応札が改善した。

＜参考＞
・一者応札件数
 平成19年度 1,437件
 令和４年度 　 928件
 令和５年度 　 967件

・一者応札改善件数・改善割合※
 令和３年度　　　　  140件 22％
 令和４年度 118件 19％
 令和５年度　　　　  141件 20％
 ※前年度継続案件からの改善割合

― 通年 継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

・本省庁における一者応札となった案件及びその要因
について、一覧を作成し、入札等監視委員会の審議に
活用する。

A＋ H31 R6年3月 A＋ H31

本省庁において一者応札となった案件
及びその要因について、一覧表を作成
し、入札等監視委員会の審議（10月開
催）において活用。

（本省庁）
A

本省庁において一者応札となった案件及
びその要因について、一覧表を作成し、
入札等監視委員会の審議（10月開催）に
おいて活用した。

―
令和5
年10月

― ―

・入札等監視委員会の審議を受けた案件について、審
議内容等を今後の調達に適切に反映するとともに、当
委員会へ講じた措置等を報告する。

A＋ H30 R6年3月 A＋ H30
入札等監視委員会の審議を受けた案件
について、審議内容等の反映状況や講
じた措置等を当委員会へ報告。

(本省庁及
び地方)

Ａ

入札等監視委員会の審議を受けた案件
について、審議内容等の反映状況や講じ
た措置等を全ての入札等監視委員会で
報告。

― 通年 継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

・本省庁及び地方支分部局における一者応札改善に関
する成果を得た取組について、そのノウハウ等を集約し
情報を共有する。

A R5
有益な取組については省全体での定
着を図る。

R6年3月 A R5

本省庁及び地方支分部局における一者
応札改善に関する成果を得た取組につ
いて、改善事例一覧を作成し、情報を共
有。

(本省庁及
び地方)

Ａ

本省庁及び地方支分部局における一者
応札改善に関する成果を得た取組につ
いて、一覧表を作成して情報共有すると
ともに、代表的な改善事例を紹介。

― 通年 継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

【情報システムの調達における一者応札改善等の取
組】
・高度な知見と豊富な経験を有する契約専門官の知見
を活用し、SE等単価の評価と過去の実績等を踏まえた
工数による予定価格の妥当性の評価を行う。

A＋ H24 適切な予定価格の積算を行う。 R6年3月 A＋ H24

高度な知識と豊富な経験を有する契約
専門官の知見を活用し、SE等単価の評
価と過去の実績等を踏まえた工数によ
る予定価格の妥当性の評価を実施。

(本省庁及
び地方)

Ａ

（本省庁）
契約専門官が40件の案件について、予
定価格の積算過程の検証を実施。

（地方支分部局）
本省会計課監査室が行う会計監査にお
いて、契約専門官が57件の案件につい
て、予定価格の積算過程の検証を実施。

― 通年 継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

・契約専門官による情報システムの価格算定方式を中
心とした講習会を実施する。

A＋ H27
参考見積の評価や予定価格の積算方
法等について契約担当職員等の知識
向上を図る。

R6年3月 A＋ H27
情報システムの価格算定方法を中心と
した講習会の実施（10月開催）。

(本省庁及
び地方)

Ａ

（本省庁及び地方支分部局）
契約専門官による情報システム講習会
（オンライン開催）を３回実施。

（本省庁及び地方支分部局）
情報システム講習会を通じて、参考見積
の評価や予定価格の積算方法等につい
て、契約担当職員の知識向上が図られ
た。

令和5
年10月

継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

・システムの目的・使途と仕様の内容が見合ったものと
なっているか等の観点から財務省デジタル統括責任者
補佐官による審査を引き続き実施する。

A＋ ―
情報システムの目的・使途と仕様書の
整合性を確保し、調達仕様書の適正化
を図る。

R6年3月 A＋ ―

システムの目的・使途と仕様の内容が
見合ったものになっているか等の観点
から財務省デジタル統括責任者補佐官
による審査を実施。

(本省庁及
び地方)

Ａ

（本省庁）
財務省デジタル統括責任者補佐官が57
件の案件について、情報システムの目
的・使途と仕様の内容が見合ったものと
なっているか等の観点から、情報システ
ムを調達する際に作成する調達仕様書
の審査を実施。

（地方支分部局）
財務省デジタル統括責任者補佐官が31
件の案件について、情報システムの目
的・使途と仕様の内容が見合ったものと
なっているか等の観点から、情報システ
ムを調達する際に作成する調達仕様書
の審査を実施。

― 通年 継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

○ 調達事務のデジタル化の推進

・競争性、公正性、透明性等を確保しつつ、調達事務の
効率化や事業者の負担軽減に資する、調達事務のデ
ジタル化の取組（電子入札、電子契約等）を財務省HP
等を活用し推進する。

A R4

入札公告、調達仕様書等の調達情報
については、引き続き、調達ポータルを
活用した電子的な公開により、原則電
子入札を可能と し、電子入札率、電子
契約率については、前年度の実績を上
回る。

R6年3月 A R4

競争性、公正性、透明性等を確保しつ
つ、調達事務の効率化や事業者の負担
軽減に資する、調達事務のデジタル化
の取組（電子入札、電子契約等）を財務
省HP等を活用し推進。

(本省庁及
び地方)

Ａ

入札案件3,863件のうち、3,646件（94％）
は調達ポータルに掲載することで電子入
札を可能とした。

事業者への利用勧奨を実施して電子契
約を推進。

（本省庁）
電子入札率：昨年度61％（321件／527
件)から65％（351件／537件）に向上。
電子契約率：昨年度30％（97件／324件）
から49％（179件／362件）に向上。

（地方支分部局）
電 子 入 札 率 ： 昨 年 度 67 ％ （2,033 件／
3,021件）から68％（2,108件／3,109件）に
向上。
電子契約率：昨年度30％（602件／2,034
件）から35％（755件／2,136件）に向上。

調達ポータルを利用した調達情報の掲
載や、原則電子入札を用いたことによっ
て、引き続き、幅広い地域からの事業者
により資料入手や入札参加が見られたた
め、競争性、公正性、透明性の向上に寄
与したと思料している。

通年 継続的な取組みが必要。 引き続き実施。

調達改善計画 令和５年度年度末自己評価結果（対象期間：４月１日～３月31日）

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の

選定理由
今後の計画に反映する

際のポイント
難易度

取組の
開始年度

取組の目標

難易度
取組の

開始年度

実施において
明らかとなった

課題等
進捗度

取組の効果(どのようなことをして、どうなったか）
実施
時期

○
地方支分部局における共同調達の推
進に向けた主導的な環境整備

・財務局が共同調達の推進に向け、近隣官署とのネット
ワークの拡大等を目指し、連絡会等を積極的に開催す
る。

参加官署が享受するスケールメ
リットによるコスト削減及び調達手
続の一本化等による業務効率化
を図るため、府省庁の垣根を超え
た共同調達を推進する必要があ
るため。

○ 調達改善に向けた審査・管理の充実

事前審査及び事後審査を通じて一者
応札から複数応札への改善を図る。

実施した取組内容

様式１



定量的 定性的

（本省庁）
55件について、一般競争入札又はオープンカウンタ
方式を実施。

（地方支分部局）
522件について、一般競争入札又はオープンカウンタ
方式を実施。

（本省庁及び地方支分部局）
・見積合わせを実施する場合に比べ、透明性、公正性
及び競争性の確保を図ることができた。

＜参考＞
  令和３年度
　・一般競争入札　 　　　：  79件実施
　・オープンカウンタ方式：625件実施
  令和４年度
　・一般競争入札　　　　 ：  82件実施
　・オープンカウンタ方式：562件実施
　令和５年度
　・一般競争入札　　　　 ：108件実施
　・オープンカウンタ方式：469件実施

（本省庁）
22品目について、インターネット取引を利用した調達
を実施。

（地方支分部局）
532品目について、インターネット取引を利用した調達
を実施。

＜参考＞
令和３年度　　　　　　　525品目
令和４年度　　　　　　　609品目
令和５年度　　　　　　　554品目

（本省庁及び地方支分部局）
・規格や性能を担保できる電化製品等の調達につい
て、インターネット取引を利用したことにより、事務の効
率化を図ることができた。

（地方支分部局）
共同調達対象品目として、26品目を追加。
一括調達対象品目として、46品目を追加。

（地方支分部局）
・共同調達及び一括調達を実施したことにより、事務の
省力化等を図ることができた。

（本省庁及び地方支分部局）
クレジットカード決済は24部局において導入。
また、導入部局すべてにおいてクレジットカードの複
数年利用を実施。

＜参考＞
・全35部局のうちクレジットカードを導入している部局
　　　　　　　　　  　　　　  部局数    導入率
　令和３年度　　　　　　　21部局　  60％
　令和４年度　　　　　　　23部局 　 66％
　令和５年度　　　　　　　24部局 　 69％

（本省庁及び地方支分部局）
・クレジットカード決済及びクレジットカードの複数年利
用により、事務の効率化を図ることができた。

【汎用的な物品・役務】

継続

　海外出張経費の精算、高速料金及び水道料金等の支払並びにインターネットによる少額物品の購入
に当たっては、クレジットカード決済の導入を順次拡大する。
　なお、クレジットカードの利用に際しては、引き続き「「クレジットカード決済による費用対効果に優れた
調達の促進」について」（平成26年11月6日内閣官房行政改革推進本部事務局）を踏まえ、クレジット
カード番号の複数年利用を図る。

　規格や性能を担保できる電化製品等を主な対象として、インターネットを活用した調達の拡大を図る。

・共同調達又は一括調達の実施

  コスト削減効果（適正な調達規模の確保、配送コストの勘案等）及び事務負担軽減等を考慮し、共同
調達又は一括調達の実施を推進する。
　実施に当たっては、競争性や経済性に配慮しつつ、対象品目の拡大や仕様の見直しを検討する。

・インターネットによる少額物品の購入

【クレジットカードを利用した決済】

継続

・少額随意契約の更なる改善

　　少額随意契約の範囲内においても、予定価格が１００万円を超える案件については電子調達システ
ムを活用した一般競争入札又はオープンカウンタ方式を実施する。
　また、予定価格が１００万円以下の案件についても、事務コストを勘案した上でオープンカウンタ方式
を実施する。

その他の取組
調達改善計画

具体的な取組内容
新規
継続
区分

取組の効果
(どのようなことをして、どうなったか）

令和５年度年度末自己評価結果（対象期間：４月１日～３月31日）

様式２



外部有識者の氏名・役職【　尾花　眞理子　モリソン・フォースター法律事務所　弁護士　】　　意見聴取日【令和６年６月18日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○　地方支分部局における共同調達について
　近隣官署とのネットワークを構築し、地方支分部局におけ
る共同調達の拡大を図る取組につきまして、ご意見をお聞
かせ願います。

○　調達改善計画に関する取組全般について
　調達改善計画に関する取組全般につきまして、ご意見を
お聞かせ願います。

○　共同調達はスケールメリットによるコスト削減及び調達
手続きの一本化等による業務効率化の効果を持つものと
思われ、その取組は順調に進められている。人事行政諮問
会議の中間報告で指摘されているとおり、公務員の人材確
保は危機的状況にあり、地方支分部局では人手不足が著
しいものと推測されることから、この取組の実施については
行政コストの削減の観点をより一層重視すべきものと考え
る。

○　一者応札改善のために、官民競争入札等監理委員会
で採用されている各種の手法が積極的に採用されており、
一者応札改善の取組は順調に進められ、かつ、その成果
をあげている。今後もそれらの手法の採用を引き続き進め
るのがよいと考える。取組について多少の手詰まり感があ
るので、マーケットの関心を引くために、入札手続きの公平
性及び透明性を高める手法として、例えば、総合評価点の
事後公表をすることを検討してもよいと考える。

○　調達改善計画に関する取組全般についても、行政コス
トの削減の観点を重視すべきものと考える。

○　地方支分部局の取組を進めるにあたっての課題の把
握に努め、職員の事務負担や地域の実情も考慮しつつ、バ
ランスを取りながら、引き続き地域性を踏まえた共同調達
の改善等に取り組む。

○　一者応札の改善について、行政コスト削減の観点も踏
まえつつ、入札手続きの公平性及び透明性を高める新たな
手法の検討など、引き続き取組を進めていく。

外部有識者の氏名・役職【　梶川　融　太陽有限責任監査法人　会長　】　　意見聴取日【令和６年６月20日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○　地方支分部局における共同調達について
　近隣官署とのネットワークを構築し、地方支分部局におけ
る共同調達の拡大を図る取組につきまして、ご意見をお聞
かせ願います。

○　調達改善計画に関する取組全般について
　調達改善計画に関する取組全般につきまして、ご意見を
お聞かせ願います。

○　地方支分部局における共同調達の拡大を図る取組に
ついては、近隣官署との連絡会を通じネットワークの構築
等を継続して行い、順調に進んでいるものと評価している。
また、取組を進める中で、職員の事務負担など新たな課題
が生じていないか、地方の実情を踏まえ、財務省全体の改
善目標を検討することが重要であると考える。

○　順調に調達改善の取組は進んでおり、地方支分部局
の実情も踏まえながら、引き続き現在の取組を継続してい
ただきたい。取組実績については、目的を意識して工程進
捗に応じた目標を設定することも検討いただきたい。

○　地方支分部局の近隣官署との連絡会を通じたネット
ワークの構築を継続し、取組を進めるにあたっての職員の
事務負担など新たな課題の把握に努め財務省全体の改善
目標を検討し、引き続き地域性を踏まえた共同調達の改善
等に取り組む。

○　地方支分部局の実情も踏まえながら、引き続き現在の
取組を継続し、財務省全体の調達改善の取組実績の検証
を行いながら検討を進めていく。

外部有識者からの意見聴取の実施状況

（対象期間：令和５年４月１日～令和６年３月31日）

様式３



外部有識者の氏名・役職【　持永　勇一　早稲田大学大学院会計研究科　教授　】　　意見聴取日【令和６年６月13日】
意見聴取事項 意見等 意見等への対応

○　地方支分部局における共同調達について
　近隣官署とのネットワークを構築し、地方支分部局におけ
る共同調達の拡大を図る取組につきまして、ご意見をお聞
かせ願います。

○　調達改善計画に関する取組全般について
　調達改善計画に関する取組全般につきまして、ご意見を
お聞かせ願います。

○　重点的な取組である共同調達に関しては、全ての財務
局において近隣官署とのネットワークの構築が行われたこ
と、また、継続的に実効性の向上を目指す連絡会等の開催
によって、共同調達品目が拡大するなどの実績が上がって
おり、計画した調達改善が進展していると認められる。

○　共通的な取組においては、その実施には時間・工数を
要する民間事業者からの意見の収集等を行うなど、一者応
札に関する事前審査及び調達仕様書の審査という一歩踏
み込んだ能動的な対応を行うことによって、一者応札の改
善実績が上がっており、調達改善活動がより深化したと認
められる。また、調達事務のデジタル化の推進について
は、前年度における電子入札等の高い実施割合を一層改
善しておりデジタル化に向けた模範的な取組が出来ている
と評価する。

○　地方支分部局の近隣官署との連絡会を通じたネット
ワークの構築を継続し、引き続き地域性を踏まえた共同調
達の改善等に取り組む。

○　一者応札の改善について、事前審査及び調達仕様書
の審査等の能動的な対応を継続して行い、翌年度以降も
改善活動の深化に努める。また、電子入札率、電子契約率
の前年度における実績割合に着目し、引き続き調達事務
のデジタル化を推進していく。


